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平成３１年３月１４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年(行コ)第１２４号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 

(原審・大阪地方裁判所平成２９年(行ウ)第２０５号) 

(口頭弁論終結の日 平成３１年２月１４日) 

判決 

控訴人        株式会社Ｘ１(以下「控訴人Ｘ１」という。) 

控訴人        株式会社Ｘ２(以下「控訴人Ｘ２」という。) 

被控訴人       大阪府 

同代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会 

被控訴人補助参加人  Ｚ１支部(以下「補助参加人」という。) 

主文 

１ 本件各控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 大阪府労働委員会が,大阪府労働委員会平成２７年(不)第６７号事件に

ついて平成２９年１０月２日付けでした命令のうち主文第１項ないし第３

項をいずれも取り消す。 

３ 訴訟費用は,第１,２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

(1) 補助参加人は,①控訴人Ｘ２が,補助参加人の組合員に対し,皆勤手当

の支給をやめたり,ダンプカー運転業務からミキサ一車運転業務への配置

転換を行うなどしたこと,②控訴人らが,控訴人Ｘ１に雇用されていた補

助参加人の組合員２名に対し,控訴人Ｘ２への転籍を命じたことが,それ

ぞれ労働組合法(以下「労組法」という。)７条の不当労働行為に当たる

として,大阪府労働委員会(以下「処分行政庁」という。)に対し,救済命

令の申立て(以下「本件申立て」という。)を行ったところ,処分行政庁は,

上記②の点に関する控訴人Ｘ２に対する申立てを棄却し,その余の申立て

について救済命令(以下,棄却された部分を除き「本件救済命令」という。)

を発した。 

(2) 本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,本件救済命令の取消しを求める事

案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控

訴した。 

２ 前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要等」２(原判

決２頁２５行目から５頁８行目まで)に記載のとおりであるから,これを引

用する。ただし,原判決５頁７行目の「原告」の次に「ら」を加える。 

３ 本件の争点及び争点に対する当事者の主張は,以下のとおり訂正するほか

は,原判決「事実及び理由」欄の「第３ 本件の争点」及び「第４ 争点に
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対する当事者の主張」(原判決５頁９行目から１７頁１４行目まで)に記載

のとおりであるから,これを引用する。 

(1) 原判決８頁５行目の「給計算」を「給与を計算」と,１３行目の「平成

２７年１月分については,」を「平成２７年１月分から皆勤手当を支給し

なくなったのは皆勤でなかったからである。具体的には,」とそれぞれ改

め,２２行目の「労組法には,」の次に「平成２５年法律第１００号によ

る改正前の」を加え,同行目から２３行目にかけての「独禁法」を「改正

前独禁法」と改める。 

(2) 原判決１０頁８行目末尾に「ダンプカーの乗務とミキサー車の乗務は

同じ大型車両の乗務であり,異質ではなく,そのような配置転換は,Ｃ１に

不利益でもないので,強い合理的理由は必要ではなく,したがって,組合員

であるが故の不利益な取扱いではない。」を加える。 

(3) 原判決１３頁２行目の「命じたことは,」の次に「控訴人Ｘ２の代表者

の補助参加人に対する敵意に基づくものではないから,組合員であるが故

の不利益な取扱いではなく,」を加え,４行目の「独禁法」を「改正前独

禁法」と改める。 

(4) 原判決１４頁１８行目末尾に「控訴人Ｘ２の代表者が,Ｃ１が出社した

ときに今日は仕事がないとだけ述べることを繰り返してきただけである。

以上のとおり,控訴人Ｘ２がＣ１に従事すべき業務を与えず,賃金を減額

したのは,Ｃ１に運転業務を任せることができず,除草作業等も枯渇した

ため,Ｃ１に任せられる業務がなくなったからにすぎず,組合員であるが

故の不利益な取扱いではない。」を加える。 

(5) 原判決１５頁３行目の「原告は,本件」を「控訴人Ｘ１は,原審の」に

改める。 

(6) 原判決１６頁１６行目末尾に「そして,控訴人Ｘ１の業務量減少による

経営改革の必要性が高く,運転手の雇用を守るため,控訴人Ｘ２であれば

傭車業を営むことができると考え,控訴人Ｘ１の従業員につき,控訴人Ｘ２

への転籍を実施したのであるから,本件転籍には,合理的な理由があり,

組合員であるが故の不利益な取扱いをしたものではない。」を加える。 

(7) 原判決１７頁８行目の「独禁法」を「改正前独禁法」と改める。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その

理由は,以下のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第３ 

争点に対する当裁判所の判断」１から６まで(原判決１７頁１６行目から３

１頁３行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 

(1) 原判決１９頁２１行目の「独禁法」を「改正前独禁法」と改め,２４行

目の冒頭及び「である」の次にいずれも「原審」を加える。 

(2) 原判決２０頁１８行目の「認めている。」の次に「また,控訴人ら代表

者は,審問手続において,「(仕事が)なかったら,もうそれでタイムカード

押したら帰ってもらえと。…そういうふうにしたんですけどね。」とも述
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べている。」を加える。 

(3) 原判決２１頁２４行目末尾の次に改行の上,以下のとおり加える。 

  「 なお,控訴人Ｘ２は,平成２７年１月分から皆勤手当を支給しなく

なったのは皆勤でなかったからであり,具体的には,同月５日,控訴人Ｘ１

の業務がなかったため,休みたい者は休んでよいと伝えたところ,Ｃ１が

出勤しなかったことから,皆勤ではなくなった旨主張する。しかし,証拠

によれば,Ｃ１の勤務形態は,週休２日制であり,土日は休日であると認め

られるところ,証拠によれば,Ｃ１は,平成２７年１月５日(月曜日)は出勤

していないものの,同月１２日(月曜日)が祝日(成人の日)であり,同月１

７日は土曜日であるにもかかわらず,両日に出勤していることが認められ

ることからすれば,同月については,Ｃ１は所定出勤日数の勤務をしたも

のと推認され,同月は皆勤ではなかったとする上記主張は採用することが

できない。」 

(4) 原判決２３頁１２行目の「Ｃ１」の前に「従前」を加え,１９行目の「本

件配置転換」から２２行目の「であること,」までを「本件配置転換が,

一方的かつ突然にＣ１が補助参加人に加入して間もなくして行われたも

のであること,」と改める。 

(5) 原判決３０頁４行目の「また」から９行目の「認め難い。」までを削る。 

２ 以上によれば,本件各控訴は理由がないから,これらを棄却することとし,

主文のとおり判決する。 

  大阪高等裁判所第４民事部 

   

  (別紙省略) 

 


